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みなさんこんにちは。この

２、３日冷え込みが厳しくな

ってきましたね。これから平

地でも紅葉が綺麗になって

来ることでしょう。２日前の、

勤労感謝の日はいかがお過

ごしでしたか？仕事だった、

運動していた、家でのんびり

としていた、と様々と思いま

す。本年、最後の祝日でした。祝日は、１年間で１６日

ありますが今年はオリンピックの影響で祝日も移動し

ました。 

突然ですが、旗日と言う言葉を最近は聞かなくなり

ましたね。旗日とは国民の祝日のことです。国旗を揚げ

て国民の祝日を祝うことから旗日といわれいます。 

昔は、祝日に日本国旗を玄関先に揚げる習慣があり

祝日になると町中で日本国旗を目にするのは当たり前

だが、現在は旗を揚げる家庭が激減したことにより旗

日という言葉も聞かなくてなりました。また、国旗を揚

げる行為にマイナスイメージを抱く人もいて、日の丸

の国旗＝右翼というイメージが定着してしまってるこ

と、この誤った連想により、国旗に対する抵抗が生まれ

祝日に国旗を揚げる家庭がなくなれば旗日という言葉

は確実に死語になるでしょう。 

 

最後に国旗掲揚にもマナーがあり 

1.自国や他国に関係なく、国旗に対して敬意を表す 

2.掲揚の時間は日の出から日の入りまで 

（会社や学校では始業時間から終業時間でもよい） 

3.雨天の場合は屋外に国旗を掲揚しない 

 

となってるそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

１．来信 
 ■ガバナー事務所 

  ・2022-2023 年度 地区セミナー・協議会日程の

お知らせ  

・地区大会の座席について 

 
 
 
 
 
本田 実 会長 ・ 岡 光正 副会長 ・ 田添 直記 幹事 
先週の年次総会につきましては、ご協力ありがとう

ございました。 

さて、本日のプログラムは、会員卓話となっておりま

す。税理士である香月章彦会員より、現在ちまたで話

題になっている「インボイス制度」について分かり易

くお話をしていただきます。また、この制度と併せて

重要になる改正電子帳簿保存法についても解説をし

ていただきます。 

皆様の事業にも直結する貴重なお話ですので、しっ

かりと理解を深めていただければと思います。 
会長エレクト 前田 眞澄君 
皆様こんにちは！先週の年次総会では 2022-2023 年

度の役員・理事の方々のご承認ありがとうございま

した。私が言うのも何なんですが個性的なメンバー

が揃ってますので内心ドキドキしています。頑張依

ります。本日の卓話、香月次年度幹事です。ガツンと

やってください。 
牛島 義亮君 
太陽ストリートの花の集まりがひと段落してきたの

でまだお祝いをされていない人達に希望を込めてニ

コニコします。 

前田 眞澄君 宮﨑 正典君 稲次 賢一君 
先般、法人会５０周年祝賀会において納税者表彰を

いただきました。皆様におかれましても国のため、

私どもの佐世保市の為に高額納税者を目指してほし

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：片桐康利、橋口輝宗、福田英彦、西村浩輝 

田雑豪裕、大久保厚司、崎山信幸 

本日の出席率９０.００％：会員数４６名・出席３０名・欠席５名・出席規定免除会員６名・ビジター０名 

前々回の修正出席率８６.０６％：出席２８名・メークアップ０名・出席規定免除会員９名 
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くてニコニコします。 

南部 建君 田中 啓輔君 
１１月１８日に歴代会長幹事による「新旧会長幹事

の激励慰労会」をコロナの影響により４か月遅れで

開催しました。ご出席いただきました皆様、ありが

とうございます。池永隆司直前会長・宮﨑正典直前

幹事１年間お疲れ様でした。本田会長、田添幹事残

り７か月程頑張ってください。また、指山パスト会

長からお心遣いを頂きましたこと、感謝しておりま

す。当日のお釣りをニコニコさせていただきます。 

片桐 康利君 
先日、長崎市で少人数でのお祝いの会があったので

すが昼間はゴルフ、夜は祝賀会という流れでした。

田添幹事と宮﨑正典さんも参加されていました。お

祝いという事で、主賓に花を持たせられたのか１４

人中、１３位と１４位というスコアでしたので情報

を皆様にリークします。 

 

 

本日の合計      35,000 円 

本年度の累計     420,000 円 

 

 

 

 

 

 

◆ 会 員 卓 話 ◆ 
 

香月章彦税理士事務所   
所長 香月 章彦 君 

 

適格請求書(インボイス)発行事業

者の登録申請について 

① 令和 5 年 10 月 1 日以降、事業

者が消費税の仕入税額控除を受け

るには、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書

等の保存が必要になります。 

② 適格請求書発行事業者以外から仕入れた商品や役

務提供に含まれている消費税を、控除対象仕入税額と

することはできません。事業者に消費税を支払ってい

ても、支払っていないように計算することになります。

（経過措置あり） 

③ 適格請求書とは「売り手が、買い手に対し正確な適

用税率や消費税等を伝えるための手段」であり、一体の

事項が記載された請求書や納品書その他これらに類す

る書類をいいます。 

④ 適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業

者に限られます。 

⑤ 適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に

「適格請求書発行事業者の登録申請書」（以下「登録申

請書」といいます。）を提出し、登録を受ける必要があ

ります。なお、課税事業者でなければ登録を受けること

はできません。 

⑥ 登録受付開始は、令和 3 年 10 月 1 日から行われて

います。令和 5年 10月 1日から登録を受けるためには、

令和 5年 3月 31日までに登録申請書を提出する必要が

あります。 

 

改正電子帳簿保存法について 

電子帳簿保存法は原則「紙」での保存が義務づけられて

いる帳簿書類について、電磁的記録で保存をするため

の要件や、電子データでやり取りした取引情報の保存

義務などを定めた法律です。 

「①電子帳簿・電子書類保存」「②スキャナ保存」は法

律上任意です。一方「③電子取引」は全ての法人・個人

事業者に関わることですので、きちんとした対応が求

められます。 

 

「電子帳簿」は「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳

簿」に別けられました。 

「優良な電子帳簿」とは、総勘定元帳、仕訳帳及びその

他の必要な帳簿の全部または一部について、「訂正・削

除履歴の確保」「相互関連性の確保」「検索機能の確保」

等の要件を満たした電子データで記録・保存している

ものです。「現金出納帳」「固定資産台帳」「売掛帳」「買

掛帳」などの国税関係帳簿が、すべて「優良な電子帳簿」

の要件を満たしでいて、優良な電子帳簿である旨の届

出書を所轄税務署長に提出している場合には、「過少申

告加算税の軽減措置」が受けられます。 

「その他の電子帳簿」とは、一部の帳簿のみを電子帳簿

として保存する場合には、「マニュアルの備付け」「デー

タのダウンロード機能」など最低限の要件を満たす電

子帳簿です。これについては、所轄税務署長への届出は

不要です。 

「スキャナ保存」については、事前承認の廃止・スキャ

ンするまでの日数の緩和・第三者の定期的検査要件の

廃止と、スキャン保存の実施がしやすいものに改めら

れました。 

 

「電子取引」におけるデータ保存は、紙等にプリントア

ウトして保存することで、データ保存に代えていた措

置が、「令和 4 年 1 月 1 日」以降廃止され、法人税及び

所得税ではデータでの保存が必須となりました。消費

税においては、引き続き出力書面による保存が可能で

す。 

例えば、電子メールの添付書類として請求書や領収書

を受領する場合、Amazon などの EC サイトより商品等を

購入する場合、電力料金の領収書を電力会社のホーム

ページからダウンロードする場合など、身近なところ

に電子取引データは存在します。 

社長ご自身だけでなく、従業員の全員に対し、社内にお

ける電子取引データの存否確認をしてください。 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：馬渡 圭一君  

次回例会１２月２日１８：３０～  


